
　香芝市いじめ防止対策委員会及び香芝市いじめに関する重大事態再調査委員

 会条例をここに公布する。

 　　令和７年１２月２６日

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 香芝市長　三　橋　和　史 　　　　

 香芝市条例第４４号

　　　香芝市いじめ防止対策委員会及び香芝市いじめに関する重大事態再調査

 委員会条例

 目次

 　第１章　香芝市いじめ防止対策委員会（第１条―第６条）

 　第２章　香芝市いじめに関する重大事態再調査委員会（第７条―第１１条）

 　第３章　雑則（第１２条・第１３条）

 　附則

 　　　第１章　香芝市いじめ防止対策委員会

 　（設置）

第１条　いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。

）第２８条第１項に規定する重大事態（以下「重大事態」という。）に係る

事実関係等について調査し、及び審議するため、香芝市教育委員会（以下「

教育委員会」という。）の附属機関として、香芝市いじめ防止対策委員会（

 以下「対策委員会」という。）を置く。

 　（所掌事項）

第２条　対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、重大事態に係る事実関係及

 び再発防止のための対策について調査し、及び審議するものとする。

 　（組織）

 第３条　対策委員会は、５人以内の対策委員をもって組織する。

 　（対策委員）

第４条　対策委員は、法律、医療、教育、心理等に関し識見を有する者であっ

て、重大事態の関係者と特別の関係を有しないもののうちから教育委員会が

 委嘱する。

 　（任期）

第５条　対策委員の任期は、第２条の諮問に係る調査及び審議が終了したとき

 までとする。

 　（専門委員）

第６条　教育委員会は、対策委員を補助させ、又は専門的な見解を聴取するた

め必要があると認めるときは、対策委員会に専門委員若干名を置くことがで

 きる。



 ２　専門委員は、教育委員会が委嘱する。

３　専門委員の任期は、第１項の規定による補助及び見解の聴取が終了したと

 きまでとする。

 　　　第２章　香芝市いじめに関する重大事態再調査委員会

 　（設置）

第７条　法第３０条第２項の規定に基づき、市長の附属機関として、香芝市い

じめに関する重大事態再調査委員会（以下「再調査委員会」という。）を置

 く。

 　（所掌事項）

第８条　再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第２８条第１項の規定による

調査の結果及び再発防止のための対策について調査し、及び審議するものと

 する。

 　（組織）

 第９条　再調査委員会は、５人以内の再調査委員をもって組織する。

 　（再調査委員）

第１０条　再調査委員は、法律、医療、教育、心理、福祉等に関し識見を有す

る者であって、重大事態の関係者と特別の関係を有しないもののうちから市

 長が委嘱する。

 　（任期）

第１１条　再調査委員の任期は、第８条の諮問に係る調査及び審議が終了した

 ときまでとする。

 　　　第３章　雑則

 　（守秘義務）

第１２条　対策委員、専門委員及び再調査委員は、職務上知り得た秘密を漏ら

 してはならない。その職を退いた後も同様とする。

 　（その他）

第１３条　この条例に定めるもののほか、対策委員会に関し必要な事項にあっ

ては教育委員会が、再調査委員会に関し必要な事項にあっては市長が別に定

 める。

 　　　附　則

 　（施行期日）

 １　この条例は、公布の日から施行する。

　（香芝市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

 一部改正）

２　香芝市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（



 昭和３２年条例第３７号）の一部を次のように改正する。

 　　別表中４６の項を４８の項とし、４５の項の次に次の２項を加える。

  46　香芝市いじめ防止対策委員会の  　会議　日額　１２，０００円
 対策委員及び専門委員  　陳述の聴取、書類作成等　３０

 分（３０分未満の端数が生じた
 ときは、これを３０分とする。

）当たり　４，０００円

  47　香芝市いじめに関する重大事態  　会議　日額　１２，０００円
再調査委員会再調査委員  　陳述の聴取、書類作成等　３０

分（３０分未満の端数が生じた
ときは、これを３０分とする。
）当たり　４，０００円


